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本研究の概要

• 地域別最低賃⾦の引き上げが、雇⽤フロー(⼊職や離職）に
与える影響を検証する

• 都道府県を分析単位として、改定後の最低賃⾦額を下回るこ
ととなる労働者の割合（影響率）および、平均賃⾦に対する
最低賃⾦の⽐（カイツ指標）を⽤いる

• 複数の公的統計を⽤いて、異なる⺟集団における雇⽤フロー
への影響を⽐較する
⎻ 雇⽤動向調査・雇⽤保険事業⽉報・職業安定業務統計
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最低賃⾦と雇⽤フローの理論

• 摩擦のある労働市場において、最低賃⾦が雇⽤フローに与え
る影響

• 最低賃⾦の上昇は、賃⾦が⾼い求⼈の到来率が低下すること
を通じて、労働者の職から職への移動フローを低下させる
(Dube, Lester and Reich 2016)

• 最低賃⾦の上昇は、企業にとって、既にマッチの価値が判明
している既存労働者を解雇して、新たな労働者を探すための
コストを⾼めるため、既存労働者の解雇が減る、つまり雇⽤
から失業へのフローを低下させる(Brochu and Green 2013)
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既存研究
諸外国
• 最低賃⾦は、離職フローや職から職へのフローに負の効果︓

Brouch and Green (2013); Dube, Lester and Reich (2016)
• 最低賃⾦付近の賃⾦で働く労働者の割合が⾼い職業の求⼈を

減少させる︓Kudlyak, Murat and Tüzemen (2023) 
⽇本の研究
• ⾼校新卒者の求⼈数を減らす︓有賀 (2007)
• 無業から就業へのフローを減らす︓Kawaguchi and Mori (2021)
• ハローワークの求⼈数を減らし、求職者数を増やす︓Ohta and 

Komae (2022)
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課題

• ⽇本では、雇⽤フローについての研究が少ない

• ⽇本では、雇⽤フローに関する代表的な統計がカバーする
労働市場の範囲が異なる。⽤いる統計により、最低賃⾦が
与える影響が異なる可能性がある
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最低賃⾦制度

出所︓「必ずチェック最低賃⾦」(2019) 厚⽣労働省リーフレットをもとに追加作成
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∆𝐹𝑙𝑜𝑤!"＝𝛼 + 𝛽𝐹𝐴!"#$ + 𝛾∆R𝐴𝑊!"#$ + 𝛿∆𝑙𝑛𝑃𝑜𝑝!" + 𝑌𝑒𝑎𝑟" + 𝜀!"
∆𝐹𝑙𝑜w      ：最低賃⾦が引き上げられる10⽉から９⽉までの1年間（上半期の場合

 1~6⽉の６か⽉）の雇⽤フローの合計の⾃然対数形の変化
𝐹𝐴!"#$ : 都道府県ｊにおけるt-1年の最低賃⾦の改定による影響率
∆R𝐴𝑊!"#$：実質中年男性平均賃⾦の変化
∆𝑙𝑛𝑃𝑜𝑝!" : ⽣産年齢⼈⼝変化率

※ 被説明変数の標準誤差をウェイトに⽤いた加重最⼩⼆乗法で推定（Kawaguchi and Mori（2009)）
※ ∆𝐹𝑙𝑜wを∆𝐸𝑚𝑝（就業率の変化）に置き換えた推定も⾏う
※ 𝐹𝐴を∆𝐾𝑎𝑖𝑧!"#$（カイツ指標の変化分）に置き換えた推定も⾏う

推定モデル
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データ

都道府県別の雇⽤フローに関する変数
• ⼊職者数・離職者数︓雇⽤動向調査
• 資格取得件数・資格喪失件数︓雇⽤保険事業⽉報
• 新規求⼈数・新規求職者数︓雇⽤安定業務統計

地域別最低賃⾦に関する変数
• 影響率︓都道府県の常⽤労働者のうち、最低賃⾦上昇の影響を受ける

労働者の割合。賃⾦構造基本統計調査の調査票情報より計算
• カイツ指標︓都道府県の平均賃⾦に対する最低賃⾦の割合

分析期間
• 2010年４⽉及び2017年1⽉の雇⽤保険法改正（加⼊者拡⼤）の影響

を避けるため、データが⼊⼿可能な2011年〜2016年を分析する
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データ名 対象事業所 対象労働者 採⽤/⼊職 離職

雇⽤保険
事業⽉報

1⼈以上の労働者を雇
⽤する事業所

雇⽤保険加⼊者。
雇⽤期間31⽇以上、週
20時間以上労働する
（予定含む）労働者

雇⽤保険
資格取得件数︓
⼊職経路を問わず、新たに
週20時間以上働く予定の労
働者を雇⽤した数

雇⽤保険
資格喪失件数︓
週20時間以上労働する雇⽤保険の対
象労働者の解雇、契約満了時の雇⽌め
及び退職勧奨等の事業主都合等による
離職数、⾃⼰都合を含め労働者が事業
所と雇⽤契約を解除した数

雇⽤動向
調査

5⼈以上の常⽤労働者
を雇⽤する事業所

労働時間、雇⽤期間に
かかわらず、6か⽉間
に雇⽤・離職した労働
者のすべてが対象

⼊職者数︓
⼊職経路、労働時間を問わ
ず、調査対象期間内に採⽤
した数

離職者数︓
解雇、転職等問わず、調査対象期間内
に離職した労働者数

職業安定
業務統計

ハローワークを利⽤
する事業所

ハローワークを利⽤す
る求職者（在職者、失
業者、無業者）

新規求⼈数︓
当⽉において、ハローワー
クに企業が登録した新たな
求⼈数

新規求職者数︓
当⽉において、ハローワークに新たに
登録した求職者の数

被説明変数の定義
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雇⽤動向調査における
⼊職者数・離職者数と、
雇⽤保険データにおけ
る資格取得数（⼊職）
・資格喪失数（離職）
は、同程度

記述統計量
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図2　各種の雇用フロー指標の規模と変動（１）
図3　各種の雇用フロー指標の規模と変動（２）

図４　各種の雇用フロー指標の規模と変動（３）

都道府県別にみた各種の雇⽤フローの状況

↑都道府県により、雇⽤保険のフロー、雇⽤動向
調査のフロー、HWの新規求⼈等の傾向は異なる

↑⼤阪︓HWの求⼈数が最も⼤きく、
次に雇⽤保険の資格取得数、雇⽤動
向調査とつづく。
⼤都市を含む都道府県では、求職者
の登録は低下傾向

↑東京︓雇⽤保険
のフローの値が最
も⼤きく、次に雇
⽤動向調査。HW
の求⼈数や求職者
数は少ない
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ハローワークデータ vs 雇⽤保険データ

表 5 求人数・求職者数と雇用保険データの採用・離職・就職件数の比率  

  観測値数  平均値  標準誤差  最小値  最大値  

新規求人数  

  ／資格取得件数（採用）  
235 1.5693 9.3176 0.6682 2.3768 

新規求職者数 

  ／資格喪失件数（離職）  
235 1.1094 0.2361 0.298 1.6719 

HW 就職件数 

  ／資格取得件数（採用）  
188* 0.3438 0.103 0.0706 0.5703 

注：2011 年の就職件数公表なし。  

←都道府県により⼤きな違いがある。
HW経由の就職は約2割とされているが
地域により⼤きく異なる。

HWの求⼈数・求職者数と、雇⽤保険データ
の採⽤・離職・就職件数の⽐
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雇⽤動向調査 vs 雇⽤保険データ

図５　2016年1~ 6月雇用保険データと雇用動向調査のギャップ率

図５（A) 図５（B)

動向調査（入職）／雇用保険（資格取得） 動向調査（離職）／雇用保険（資格喪失）

都道府県別の雇⽤動向調査の⼊職・離職と雇⽤保険データの資格取得・
喪失数の⽐（横軸）と全事業所に占める5⼈未満の零細事業所の⽐（縦軸）

←零細企業が多い地域ほど、
雇⽤保険フロー＞雇⽤動向フロー

∵雇⽤動向調査では、事業所規
模5⼈未満は調査対象外
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結果 就業率（雇⽤ストック）への効果

←2011年〜2016年では、最低賃⾦
引き上げの影響率⼜はカイツ指標が
就業率に与える影響は、統計的に有
意ではない
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結果 雇⽤保険のフロー (1年間)への効果
入職 離職（自己都合） 離職（事業主都合） 失業

採⽤フロー︓統計的に有意ではない

⾃⼰都合による離職︓正で統計的に
有意

事業主都合による離職や初回受給
（失業）︓統計的に有意ではない

16



結果 ハローワークのフロー (1年間)への効果

影響率は、ハローワークの新規
求⼈数に正、新規求職者数に負
の影響
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結果 雇⽤動向のフロー (上半期)への効果
雇用保険
入職 離職（自己都合） 離職（事業主都合） 失業

動向調査
入職 離職

影響率は、零細事業所を除く労働
市場の⼊職フロー・離職フローに
正で、統計的に有意な効果

参考︓雇⽤保険の上半期のフロー
⾃⼰都合による離職が増加
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推定結果のまとめ

雇⽤動向 雇⽤保険 ハローワーク
Δln(⼊職者数) Δln(資格取得件数) Δln(新規求⼈数)

影響率 2.750* (+) 0.404**
Δカイツ指標 (-) (+) (+)

雇⽤動向 雇⽤保険 ハローワーク
Δln(離職者数) Δln(⾃⼰都合の

資格喪失件数)
Δln(事業主都合
の資格喪失件数)

Δln(初回受
給件数)

Δln（新規求職
者数）

影響率 3.525*** 0.204* (+) (+) -0.321***
Δカイツ指標 (-) (+) 1.901** (+) -5.932***
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結論

本稿の発⾒
• 最低賃⾦の引き上げが雇⽤フローに与える影響は、⽤いる統計によって
異なっており、⼀貫した傾向は確認できない

• 従業員数５⼈以上の事業所における最低賃⾦の影響率の上昇は、
当該労働市場における⼊職フローと離職フローを増⼤させる

今後の課題
• 零細事業所を除く労働市場において、低賃⾦労働者（部⾨）から⾼賃⾦

労働者（部⾨）へのシフトの可能性を検証する必要がある
• 最低賃⾦引き上げの影響は、零細企業ほど⼤きい。今後は、零細事業所

に焦点を当てて検証する必要がある
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参考︓零細企業における最低賃⾦の影響率

• 従業員数1〜30⼈以下の事業所では、近年、最低賃⾦の⼤幅な引き上げ
により、影響を受ける労働者の⽐率が⼤きく上昇している。本稿の分析
期間でも⼤きな変化。

• 特に都市部のAランクの影響率は、地⽅部のDランクより⼤きい。

出所:平成23年度及び令和2年度中央最低賃⾦審議会資料より作成。
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図1 都道府県ごとの影響率の状況 

    a.2011年      b.2013年 

  

 

c. 2015年 

 

年・地域（都道府県）により影響率に変動がみられる

参考︓零細企業における最低賃⾦の影響率の地
域別分布
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